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市町村子ども・子育て支援事業計画の変更（又は代用計画）等

こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会資料の確認 完了 10～11月 〇
計画素案の作成 10～11月 〇 内容を検討中。11月中旬完了予定。
地方版子子会議での検討　※事後でも可 10～11月 〇 内容を検討中。11月中旬完了予定。
都道府県との協議 11～12月 〇 内容と時期について、県と協議中。
都道府県への提出 11～12月 〇 県と協議中

認可・運営基準（条例＋規則等）

条例 行政説明会（都道府県主催）への参加　 完了 9～10月 〇
認可基準、運営基準、国通知等の確認 完了 9月 〇
条例案の骨子作成 完了 9～10月 〇
関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議 完了 9～10月 〇
法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認） 完了 10月 〇
条例案の文言精査・修正 完了 10月 〇
条例案の庁内決裁 完了 10～11月 〇
条例案の議会提出準備（議案書、説明資料、参考資料） 完了 10～11月 〇
議会説明資料の作成（制度概要、背景、影響など） 完了 11月 〇
条例案の上程 完了 12月 〇
条例案の議決、告示 完了 12月 〇

規則等 事務フロー、参考様式の確認 完了 10月 〇
規則等の骨子作成 完了 9～10月 〇
関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議 完了 9～10月 〇
法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認） 完了 10～11月 〇
規則案の文言精査・修正 完了 10～11月 〇
規則案の庁内決裁 完了 11～12月 〇
規則案の施行、告示 完了 12月 〇

条例 行政説明会（都道府県主催）への参加　 完了 9～10月 〇
認可基準、運営基準、国通知等の確認 9月 〇 国通知などを精査中
条例案の骨子作成 9～10月 〇 内容を検討中。9月末までに骨子を作成
関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議 9～10月 〇 10月上旬までに協議開始
法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認） 10月 〇 10月上旬までに協議開始
条例案の文言精査・修正 10月 〇 法務担当との協議後10月下旬に開始
条例案の庁内決裁 10～11月 〇 11月上旬に着手予定
条例案の議会提出準備（議案書、説明資料、参考資料） 10～11月 〇 11月中旬に着手予定
議会説明資料の作成（制度概要、背景、影響など） 11月 〇 11月中旬に着手予定
条例案の上程 12月 〇 12月上旬の定例会へ上程予定
条例案の議決、告示 12月 〇 12月下旬に議決予定

規則等 事務フロー、参考様式の確認 完了 10月 〇
規則等の骨子作成 9～10月 〇 内容検討中。9月末までに骨子を作成
関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議 9～10月 〇 10月上旬までに協議開始
法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認） 10～11月 〇 10月上旬までに協議開始
規則案の文言精査・修正 10～11月 〇 法務担当との協議後10月下旬に開始
規則案の庁内決裁 11～12月 〇 11月上旬に着手予定
規則案の施行、告示 12月 〇 12月下旬に完了予定

認可・確認（事業者説明、申請受付等）

事業者説明会の開催 完了 9月～11月 〇
広報周知（受付開始時期、手続き） 11月～12月 〇 内容検討中。12月広報紙に掲載予定
事前協議（事前相談、計画内容の確認等） 12月 〇 12月上旬より開始予定
認可申請の受付開始 1月 〇 1月より開始予定
書類審査・現地確認（基準適合性の確認） 1月～3月 〇 2月以降に現地確認等を実施予定
児童福祉審議会等の意見聴取（認可） 1～3月 〇 2月に会議を開催予定
地方版子子会議等の意見徴収（確認） 1～3月 〇 2月に会議を開催予定
認可・確認の決定 3月 〇 3月中に完了予定
公示（確認のみ） 3月 〇 3月中に完了予定

認定（規則等）、その他

規則等 事務フロー、参考様式の確認 完了 9～10月 〇 9月末までに骨子を作成
規則等の骨子作成 9～10月 〇 10月上旬までに協議開始
関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議 9～10月 〇 10月上旬までに協議開始
法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認） 10～11月 〇 法務担当との協議後10月下旬に開始
規則案の文言精査・修正 10～11月 〇 11月上旬に着手予定
規則案の庁内決裁 10～11月 〇 12月下旬に完了予定
規則案の施行、告示 12月 〇 12月下旬に完了予定

受付・交付 認定申請受付開始 1～2月 〇 1月から受付開始予定
支給認定証の交付開始 1～2月 〇 1月以降、随時交付予定
事前面談の予約開始 1～2月 〇 1月から予約受付開始
事前面談の開始 1～3月 〇 3月より開始予定

総合支援システム

システム利用の意思決定（システムの理解） 完了 10月 〇
担当職員の決定（管理者アカウント・職員アカウントの取得） 完了 11月 〇
システム利用フローの検討（利用者の申請、認定、システムへの情報登録等） 12月 〇 12月中に完了予定
事業者情報の登録完了（事業者への周知） 1月 〇 1月中に完了予定
利用者への申請方法等の周知 1～2月 〇 1月にHPへ掲載予定

住民への周知広報

自治体ホームページ 完了 11月～3月 〇
広報紙 完了 11月～3月 〇

予算措置・財政対応

R8当初予算の要求 完了 10月 〇
R8当初予算案への計上 3月 〇 3月議会に当初予算案を上程予定

提供体制の確保状況 未定

施設数 確保予定数

定員数 確保予定数
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青網掛け部分は目安ですので、それ以外の箇所に「完
了」を入力していただいても問題ありません。

完了していない項目は空欄とし、
列に進捗状況を記入してください。

完了している準備事項については、プルダウンから「完
了」を選んでください。

月より前に完了している場合は、 月上旬に「完了」を
入力してください。

複数回行う場合は、最も早い時期にのみ「完了」を入力
してください。

行や列の追加は絶対に行わないでください！（集計ができなくなります）

に向けた施設数及び定員数の確保状況について、それぞれ入力してください。
確定していない場合は、月末時点での見込み数で結構です。
未定の場合は、未定欄のプルダウンから「〇」を選んでください。

こども誰でも通園制度の
本格実施に向けた検討会 第 回
令和 年 月 日（金）
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